
　

1　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（参考）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １ 　職員手当には退職手当を含まない。

２ 　職員数については、4年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まない。

３ 　給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度職員の給与費は含まれていない。

　

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注） １

２

３

6,293

　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴
や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域におけ
る国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

1,077 4,016,890 1,045,969 1,627,052 6,689,911 6,212

給与費 B/A 一人当たり給与費

４年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

1,783,726 11,584,419 13.6 13.9

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）中核市平均

3年度の人件費率

４年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ ％

186,393 85,316,489

（令和5年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

甲府市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳・外国人登録人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率

(R2)

99.1
(R2)

99.8

(R2)

99.9 (R2)

98.9

(R3)

98.9
(R3)

99.6

(R3)

99.7
(R3)

98.8

(R4)

98.3

(R4)

99.4

(R4)

99.5
(R4)

98.7
(R5)

97.9 

(R5)

99.4

(R5)

99.4
(R5)

98.6

90

95

100

105

110

甲府市 特例市平均 中核市平均 全国市平均
※H31.4.1より中核市へ移行
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（4）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　　未実施］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

③その他の見直し内容

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地
域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日

（内容）
一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のた
め、３年間（平成３０年３月３１日まで）の現給保障を実施。他の給料表については、一
般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

（支給割合）

国基準６％に対し、甲府市においても６％を支給。
これまで５級地６％が６級地６％となり、支給率においては変更がなかった。

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実

施）
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2　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

参考

A/B

－

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 歳 円 1.11

歳 人 円 円 円 歳 円 2.28

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

歳 人 円 円 円 －

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和２年～令和４年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉
手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

うち自動車運転手 6,988,500 2,499,200 2.80

甲府市 ― ― ―

うち清掃職員 5,617,772 4,321,100 1.30

－ －

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
C/D

（C) （D)

－ － －

中核市 50.8 189 319,196 375,461 349,871 －

国 51.2 1,941 286,942 - 329,178

339,395 345,031

－

山梨県 55.2 73 349,952 392,862 371,385 － － －

65.9 195,100

その他 52.8 69 331,746 380,386 368,932 － －

うち自動車運転手 49.8 4 320,725 445,300 362,000 乗用自動車運転者

甲府市 53.3 94 332,986 383,324

平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 対応する民間の類似職種 平均年齢 平均給与月額（B)

344,888
廃棄物処理業

従業員 47.3 310,800

345,977 － － －

うち清掃職員 56.1 21

中核市 42.1 318,629 414,556 363,483

区　　分

公　務　員 民　　　間

平均年齢 職員数

山梨県 43.0 327,390 406,971 363,188

国 42.4 322,487 404,015

（Ａ） （国比較ベース） － － －

（国比較ベース）

甲府市 42.1 306,493 396,933 350,848

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
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　　　 ③高等学校（特別支援・専修・各種）教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注） １ 　「平均給料月額」とは、令和4年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

２

　　　　

　　　　　

　　　　

　　　　

（2) 職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円- - -

- -

教　育　職
大　学　卒 - 384,950 409,700 436,150

高　校　卒 -

348,450

技能労務職
高　校　卒 - 303,900 309,350 336,371

中　学　卒 - -

一般行政職
大　学　卒 258,994 353,623 389,675 399,907

高　校　卒 - 294,300 360,875

-

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

144,878 -

高等学校教育職
大　学　卒 215,806 215,806 -

高　校　卒 - 171,778

154,600 160,091 154,600

技能労務職
高　校　卒 154,600 162,711 -

中　学　卒 -

区　　　　　分 甲府市 山梨県 国

一般行政職
大　学　卒 185,200 193,173 185,200

高　校　卒

中核市 46.3 381,556 447,103

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したもの
であり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの）　で算出し
ている。

甲府市 47.3 407,600 452,760

山梨県 46.4 378,283 428,325

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
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3　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

（注） １ 　甲府市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２ 　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

8　　級 ・部長の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

15 1.9 408,100 468,600

7　　級 ・室長の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

32 4.1 362,900 444,900

6　　級
・課長及び担当課長の職務
・主幹の職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

75 9.6 319,200 410,200

5　　級 ・課長補佐の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

107 13.7 290,700 393,000

4　　級 ・係長の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

182 23.4 266,000 381,000

3　　級
・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う
主任の職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

75 9.6 234,400 350,000

2　　級 ・主任の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

121 15.6 198,500 304,200

1　　級
・主事の事務
・技師の事務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

172 22.1 150,100 247,600

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

１級 22.1% １級 22.1% １級 18.9%

２級 15.5% ２級 14.6%

２級 10.5%

３級 9.6% ３級 9.2%

３級 6.8%

４級 23.4% ４級 23.9%

４級 26.0%

５級 13.7% ５級 14.6%
５級 21.9%

６級 9.6% ６級 9.7% ６級 9.6%

７級 4.1% ７級 4.1% ７級 4.3%
８級 1.9% ８級 1.8% ８級 2.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和5年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和5年4月1日現在）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国10級

甲府市（R5）

国家公務員（R5)

（百円）

給

料

月

額

昇 給

令和5年４月１日時点

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級 市１級

市３級

市２級

市５級

市４級

市７級

市６級

市８級
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（3) 昇給への人事評価の活用状況
　

4　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（4年度支給割合） （4年度支給割合） （4年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算　　5～20％ 役職加算　　5～20％ 役職加算　　5～20％

　 管理職加算　10～25％ 管理職加算　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　　○勤勉手当への人事評価の活用状況

　　ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

○

上位、標準の成績率

活用している成績率
支給可能な成績

率
支給実績がある

成績率
支給可能な成績

率
支給実績がある

成績率

上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○

　　　　　　　現在は、懲戒処分となった職員及び勤務成績が不良である職員を除き一定の成績率による支給を行っている。
　　　　　 昇給への勤務成績の反映と同様に、今後は人事評価制度の本格実施を図り、評価結果に応じた支給率の設定を
           行っていく。

令和5年度中における運用 管理職員 一般職員

　　イ　人事評価を活用している ○ ○

1.35 0.95 1.35 0.95 1.35 0.95

2.40 2.00 2.40 2.00 2.40 2.00

甲府市 山梨県 国

1人当たり平均支給額（4年度） 1人当たり平均支給額（4年度）
―

1,421 1,610

　　ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

○

上位、標準の区分

活用している昇給区分 昇給可能な区分
昇給実績がある

区分
昇給可能な区分

昇給実績がある
区分

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員

　　イ　人事評価を活用している ○ ○
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（2) 退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2％～20％) (2％～45％)

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、令和3年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（令和5年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

応急作業

日　730円
（ただし、日没時から日出時ま
でにおいて行われた場合は、
100分の50を加算する。）

建築物審査業務に直接従事する建築主事 3 月　3,000円

災害応急
作業等手当

従事職員

風水火震等非常時における緊急対策として、災
害の発生した箇所若しくは災害のおそれの著し
い箇所又は山火事の発生した箇所で行う巡回
監視又は応急作業に従事したとき。

巡回監視

2 千円

日　480円
（ただし、日没時から日出時まで
において行われた場合は、100
分の50を加算する。）

動物飼育手当 従事職員 動物園で動物の飼育管理に直接従事したとき。 545 日　160円

技術管理手当 従事職員

電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者の業務に直接従事する職
員

96 月　4,000円

動物取扱手当 従事職員

犬猫等の処理業務に直接従事したとき。 92
1回100円(ただし、上限
月2,000円)

有害鳥獣等の捕獲作業に直接従事したとき。 236
1回500円(ただし、上限
月4,000円)

左記職員に対する
支給単価

高所作業等手当 従事職員
地上10m以上の足場の不安定な箇所及び傾斜度平均40度以上の急傾斜地に
おいて監督、検査、作業を行ったとき。

23 日　300円

手当の種類（手当数） 23

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（4年度決算）

支給実績（4年度決算） 247,308

支給職員1人当たり平均支給年額（4年度決算） 342,457

職員全体に占める手当支給職員の割合（4年度） 49.0

甲府市一般職員 6 1,565 6

医師及び歯科医師 16 58 16

支給実績（R4年度決算） 426,429

支給職員1人当たり平均支給年額（R4年度決算） 262,741

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

47.709 47.709 47.709 47.709

2,379 18,487

28.0395 33.2708 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

甲府市 国

19.6695 24.5869 19.6695 24.58688
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

回　10,000円

助産師 回　1,500円

検体検査業務手当 従事職員 検体検査業務に直接従事したとき 0 体　3,000円

分娩手当 従事職員
医師及び助産師が分娩に
直接従事したとき。

医　師

3,453 千円

集中治療室看護手当 従事職員 集中治療室に常時勤務する看護師 118 月　2,000円

臨床検査手当 従事職員 臨床検査に直接従事する職員 1,177 月　5,500円

放射線取扱手当 従事職員
放射線等の取り扱い業務に直接従事する放射線技師、放射線科医師及び看
護師並びに内視鏡室の看護師

2,035
月　7,500円　　(ただし、

看護師は1,000円)

回　3,200円

4時間以上のとき。 回　3,600円

感染症診療等手当 従事職員 感染症病床の感染症患者の診療等に直接従事したとき。 0 日　　200円

夜間業務手当 従事職員

市立甲府病院に勤務する職員で、正規の勤務
時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日
午前5時までの間をいう。)に及ぶ業務に従事し
たとき。

4時間未満のとき。

57,856 千円

千円

日　500円

国民健康保険料 日　300円

介護保険料 日　300円

後期高齢者医療保険料 日　300円

社会福祉業務手当 従事職員 社会福祉業務のうちケースワーカーとして直接業務に従事したとき。 2,804 日　270円

市税等滞納
整理手当

従事職員
市税、国民健康保険料、介護保険料及び後期
高齢者医療保険料の滞納整理に従事したとき。

市税

2,087

有害薬品等取扱手当 従事職員 農薬等の散布及び人体に有害な薬品の取り扱いに直接従事したとき。 140 日　200円

用地交渉手当 従事職員
公共用地取得に関する事業又はこれらの事業に関連する事業に必要な土地
の取得の交渉に直接従事したとき。

3 日　300円

火葬業務手当 当該職員
斎場の火葬業務に直接従事したとき。
（ただし、受付等の事務を除く）

373 日　920円

防疫等作業手当 従事職員
保健所に勤務する職員が感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の看
護等又は感染の疑いのある物件若しくは場所の消毒その他の処理作業に従
事したとき。

12 日　290円

日　180　円
(収集車を運転したとき
50円を加算する。)

行旅病人等
取扱手当

従事職員
行旅病人又は死亡人の取り扱いに直接従事し
たとき。

行旅病人

0 千円

人　1,500円

行旅死亡人 体　3,000円

廃棄物等
処理手当

従事職員
廃棄物、汚泥・汚水及びし尿の収集処理に直接
従事したとき。

廃棄物、汚泥・汚水、し尿処
理業務

452 千円

日　230　円

収集業務
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千円

【特例措置】

新型コロナウイルス
感染症の感染者等

に関する業務に従事
する職員の特殊勤

務手当の特例

市立甲府病院及び保健所
に勤務する職員が新型コ
ロナウイルス感染症の患
者又はその疑いがある者
に関して、次に掲げる業務

に従事したとき

（1）新型コロナウイルス感染症の患者等に接して行う診療・看護・搬送などの業
務に従事したとき
（2）新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し、又は付着した疑いのある物
件の処理等の業務に従事したとき。

56,349 千円

日　3,000

新型コロナウイルス感染症の患者等の身体に接触して又はこれらの者に長時
間にわたり接して行う業務その他これに準ずる業務に従事した場合。

日　4,000

上記の業務以外の防疫等作業に従事したとき。 日　290

従事職員
市立の高等学校に置かれる教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主
事及び学科主任が、教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及
び助言に係る業務に従事したとき。

日　200円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（4年度決算）
左記職員に対する

支給単価

教育委員会が定める対外運動競技等において生徒を引率して行う指導業務で
泊を伴うもの又は週休日等に行うものに従事したとき。

日　4,250円

従事職員
学校の管理下において行われる部活動における生徒に対する指導業務で週
休日等又は週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当する日に行うものに従
事したとき。

日　3,000円

従事職員
入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日等又は
週休日等以外の土曜日若しくはこれに相当する日に行うものに従事したとき。

日　900円

学校職員
特殊勤務手当

（教育職）

従事職員

学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務に従事したとき。
　ア　非常災害時における生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
　イ　生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
　ウ　生徒に対する緊急の補導業務

5,905 千円

　日額
　　ア　8,000円
　　イ及びウ　7,500円

従事職員
修学旅行、林間、臨海学校等(学校が計画、実施するものに限る。)において生
徒を引率して行う指導業務で泊を伴うものに従事したとき。

日　4,250円

従事職員

病院群輪番制非当番日に宿日直勤務として救急診療業務に従事したとき。
宿日直勤務
1回につき10,000円

狂犬病予防等作業手当 従事職員
保健所に勤務する職員が狂犬病予防等のための犬等の捕獲、引取、処分、検
診等の作業に従事したとき。

228 日　400円

救急診療手当
医療職給料表（1）

の適用職員

病院群輪番制当番日に救急診療業務に従事したとき。

34,470 千円

勤務
1回につき40,000円

医師手当

市立甲府病院に勤務する医療職給料表（1）
の適用職員

105,951 千円

月
ア.院長　300,000円

イ.副院長　200,000円
ウ.診療部長・

総合相談センター長・医療
安全管理部長・医療総合
研修センター長・経営改善
対策部長・感染管理部長

182,000円
エ.統括科部長・科部長・診

療
支援部長・放射線部長

　160,000円
オ.科長･副放射線部長・室

長
　155,000円

カ.医長　40,000円
キ.副医長　30,000円

保健所に勤務する医療職給料表（1）の適用職員
月

保健所長　100,000円
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（令和5年4月1日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円宿日直手当

宿日直を命ぜられた職員に支給

職種、業務等に応じ4,400円から
22,000円/回

同じ 19,422 149,400

休日勤務手当

祝日法による休日等に勤務した職員
に支給

勤務した時間に対し、1時間当たりの
給与額に125/100～150/100を乗じた
額

同じ 10,811 29,536

通勤手当

通勤距離が片道2km以上の職員に支
給

①　交通機関利用者　6ヶ月定期券等
の額を一括支給（ただし、月額換算
55,000円を限度）

②　交通用具使用者
・四輪車使用者
通勤距離2㎞～20㎞のとき
距離に応じて3,000円～13,200円を支
給。
20㎞を超えるとき
1kmにつき660円を加算
・二輪車等使用者
　通勤距離に応じて2,000円～31,600
円を支給

③　①及び②の併用者
　①及び②によりそれぞれ算出した
額の合計額

①同じ

②異なる

③同じ

②四輪車使用者と二輪車
使用者の区分なし

80,637 55,459

住居手当

借家等に居住する職員に支給

借家・借間居住職員
家賃の額に応じて最高28,000円/月
まで

同じ 103,152 272,169

扶養手当

扶養親族として配偶者、子等を有す
る職員に支給

①配偶者　　　　　　　　6,500円/月
②子    　　　　　　　　　10,000円/月
③父母等　  　　　　　　 6,500円/月

※行政職給料表の適用を受ける職
員でその職務の級が８級（部長）であ
るもの及び同表以外の給料表の適用
を受ける職員でこれに相当するもの
の配偶者、父母等に係る手当　6,500
円⇒3,500円

満16歳年度初めから満22歳年度末
までの間にある子1人につき5,000円
加算

同じ 150,262 227,325

支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

（3年度決算）

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 3 年 度 決 算 ） 472

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職
員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（3年度決算）

支 給 実 績 （ 4 年 度 決 算 ） 835,528

職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 4 年 度 決 算 ） 496

支 給 実 績 （ 3 年 度 決 算 ） 792,053
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千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円
義務教育等

教員特別手当

高等学校教育職給料表適用職員に
支給

職務の級及び号給に応じて2,000円
から8,000円/月

3,890 73,396

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員のう
ち、その職務の特殊性に基づき定め
られた職にある者に支給

役職に応じ定額を支給

同じ 130,950 903,103

初任給調整手当

医療職給料表(一)適用職員のうち採
用による欠員の補充が困難と認めら
れる職に採用された職員に支給

採用日から経過した期間に応じ
49,100円から308,600円/月

同じ 197,978 2,474,725

寒冷地手当

11月1日現在に在職する職員に支給
(旧西八代郡上九一色村の地域に在
勤する職員に該当）

在勤地及び扶養親族の人数に応じ
7,360円から17,800円

同じ 0 0

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後10時か
ら翌日の午前5時までの間に勤務し
た職員に支給

勤務した時間に対し、1時間当たりの
給与額に25/100を乗じた額

同じ 28,865 126,048

管理職員特別
勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必要等
により週休日当に勤務した場合に支
給

役職に応じ6,000円から11,000円/回

異なる
役職等に応じ6,000円から
18,000円を支給

0 0
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5　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円

月分

月分

（算定方式） （1期の手当額） 　（支給時期）

108万円　×　在職月数　×　0.5 ＝ 円

  88万円　×　在職月数　×　0.4 ＝ 円

(注）1　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

      2　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

助 役

収 入 役

25,920,000 退職時

副 市 長 16,896,000 退職時

寒
冷
地
手
当

　　（支給地域の区分）

市 長

副 議 長 3.3

議 員

退
職
手
当

市 長

期
末
手
当

市 長 　　（令和4年度支給割合）

副 市 長 4.35

収 入 役

議 長 　　（令和4年度支給割合）

504,000

議 員 590,000 700,000 475,000

報
酬

議 長 660,000 827,000 584,000

副 議 長 610,000 748,000

1,206,000 707,000

副 市 長 880,000 974,000 696,000

区 分 給 料 月 額 等

給
料

（参考）中核市における最高／最低額

市 長 1,080,000
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6　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

人

人）

人

人）

人口1万人当たり職員数　　 人

（注）1　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　2　[     ]内は、条例定数の合計である。

その他 76 76 0

看護師の欠員不補充

水道 90 88 △ 2 勤務形態変更による

[   2,173  ］ [ 0 ］
94.8

合　　計 1,765 1,760 △ 5
＜参考＞

[   2,173  ］

　（中核市の人口1万人当たり職員数

公
営
企
業
等
会
計
部
門

病院 480 468 △ 12

小　計

＜参考＞

1,070 1,077 7 　人口1万人当たり職員数　　 57.78

普
通
会
計
部
門

小　計 695 683 △ 12

下水道 49 51 2 業務増に関わる体制強化

教育部門 144 147 3 職員の勤務形態変更に伴う減

消防部門

926 930 4 　人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 49.89

　（中核市の人口1万人当たり職員数

一
般
行
政
部
門

土木 145 146 1 業務増に関わる体制強化

計

＜参考＞

農林水産 46 49 3 盛土規制法への対応に関わる体制強化

商工 27 28 1 山梨県央連携中枢都市圏の連携事業に関わる体制強化

衛生 154 159 5 業務増等に関わる体制強化

労働 3 3 0

欠員不補充

民生 196 191 △ 5 欠員不補充

総務 268 269 1 戸籍法の改正対応のための体制強化

議会 12 12 0

税務 75 73 △ 2

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数
対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

令和4年 令和5年
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（2)年齢別職員構成の状況（令和5年4月1日現在）

　

（3）職員数の推移

（単位：人・％）

（注）1　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

      2　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数

1,765 9 (0.5%)

695 △ 43 （△6.3%)

計 職員数 1,7601,751 1,760 1,756 1,761

- - －

公 営 企 業 等 会 計 職員数 683726 707 685 687

145 144 △ 7 （△4.8%)

消　防 職員数 -－ － -

929 926 59 (6.3%)

教　育 職員数 147154 150 146

一般行政 職員数 930871 903 925

82 1,760

　　　　　　　　　　　年　　度
部　門　別

R5年30年 31年 R2年 R3年 R4年
過去5年間の
増減数（率）

138 134 177 200 194 175

人 人 人 人 人

1 67 177 219 196
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

～

0

2

4

6

8

10

12

14

20

歳

未

満

20

｜

23

24

｜

27

28

｜

31

32

｜

35

36

｜

39

40

｜

43

44

｜

47

48

｜

51

52

｜

55

56

｜

59

60

歳

以

上

構成比

５年前の構成比

%
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7　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

資本勘定支弁職員に係る職員給与費102,815千円を含まない。

　　　　　　　

１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、令和5年3月31日現在の人数である。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　 特記事項
なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和5年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　2　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（4年度支給割合） （4年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　　　　　　役職加算　5%～20% 　　　　　　　　役職加算　5%～20%

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2％～20％) (2％～20％)

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額である。

- 22,347 2,379 18,487

39.7575 47.7090 39.7575 47.709

47.7090 47.7090 47.709 47.709

19.6695 24.5869 19.6695 24.5869

28.0395 33.2708 28.0395 33.2708

1.35 0.95 1.35 0.95

甲　　府　　市　　上　　下　　水　　道　　局 甲府市　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（4年度） １人当たり平均支給額（4年度）

1,455 1,421

2.40 2.00 2.40 2.00

事 業 者 ― ―

甲　　府　　市　　上　　下　　水　　道　　局 甲府市　（一般行政職）

甲府市上下水道局 44.18 331,173 498,583

団体平均 45.7 335,310 500,619

5,983 6,018

（注）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

91 328,556 83,492 132,410 544,458

　　　　給与費 　B/A 一人当たり給与費

4年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 水道事業　　　　　千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

（注）

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

％

4,534,330 934,853 441,643 9.74 10.03

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

4年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％

　質収支 職員給与費比率 2年度の総費用に占

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める
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ウ　地域手当
（令和5年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）  時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、
制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 4 年 度 決 算 ） 366

支 給 実 績 （ 3 年 度 決 算 ） 29,306

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 3 年 度 決 算 ） 366

廃棄物等処理手当
し尿及び下水道の処理施設において槽の底部
の清掃に従事した職員

廃棄物処理 ２３０円／月

支 給 実 績 （ 4 年 度 決 算 ） 30,372

突発事故対応待機手当 事故対応のため夜間等に自宅待機する職員 突発事故対応自宅待機 2,870 平日1,700円／日、休日2,500円／日

災害対応待機手当 災害対応のため自宅待機する職員 災害対応自宅待機 平日1,700円／日、休日2,500円／日

滞納整理従事手当 滞納整理に従事する職員 滞納整理 ２，０００円／月

停水処分執行手当 給水停止作業に従事する職員 給水停止処分 ２５０円／件

高圧電気取扱手当 電気設備保全に携わる職員（上記除く） 電気設備保全業務 161 １，５００円／月

流木除去手当 流木除去に携わる職員 取水口の流木除去 ２００円／日

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（4年度決算）
左記職員に対する支給単価

電気主任技術者手当 電気主任技術者 電気設備保全業務 46 ４，０００円／月

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算） 61,540

職員全体に占める手当支給職員の割合（4年度） 54.95

手当の種類（手当数） 8

甲府市 6 91 6

支給実績（4年度決算） 3,077

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算） 227,319

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（4年度決算） 20,686
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カ　その他の手当（令和4年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

円宿日直手当
宿日直を命ぜられた職員に支
給　　4,600円/回

異なる
一般行政職は
4,200円/回

千円

管理職員特別
勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必
要等により週休日等に勤務した
場合に支給

役職に応じ6,000円から11,000
円/回

同じ 千円

65,298

管理職手当

管理又は監督の地位にある職
員のうち、その職務の特殊性に
基づき定められた職にある者に
支給

役職に応じ50,500円から
103,700円/月

同じ 7,319 千円 914,875

通勤手当

通勤距離が片道2km以上の職
員に支給

①　交通機関利用者　6ヶ月定
期券等の額を一括支給（ただ
し、月額換算55,000円を限度）

②　交通用具使用者
・四輪車使用者
通勤距離2㎞～20㎞のとき　距
離に応じて3,000円～11,800円
を支給
20㎞を超えるときは1kmにつき
580円を加算
・二輪車等使用者
　通勤距離に応じて2,000円～
24,500円を支給

③　①及び②の併用者
　①及び②によりそれぞれ算出
した額の合計額

同じ 5,485 千円

千円 211,881

住居手当

借家等に居住する職員に支給

借家・借間居住職員
　家賃の額に応じて最高28,000
円/月まで

同じ 7,653 千円 283,444

平均支給年額

（4年度決算）

扶養手当

扶養親族として配偶者、子等を
有する職員に支給

①配偶者　　　　　 6,500円/月
①子   　　　　　　　10,000円/月
②父母等　  　　　  6,500円/月

※企業職給料表の適用を受け
る職員でその職務の級が８級
（部長）であるものの配偶者、父
母等に係る手当　6,500円⇒
3,500円

満16歳年度初めから満22歳年
度末までの間にある子1人につ
き5,000円加算

同じ 8,899

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （4年度決算）
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円

　(2)　下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

資本勘定支弁職員に係る職員給与費103,721千円を含まない。

　　　　　　　

１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和5年3月31日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

イ　 特記事項
なし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和5年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

　　　2　平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出している。  

事 業 者 ― ―

甲府市上下水道局 44.94 331,241 503,500

団体平均 44.3 330,766 493,186

6,042 5,936

（注）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

52 191,531 44,885 77,765 314,181

　　　　給与費 　B/A 一人当たり給与費

4年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 下水道事業　　　千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

（注）

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

％

5,886,265 1,437,174 207,418 3.52 3.34

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

4年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％

　実質収支 職員給与費比率 3年度の総費用に占

区　　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務した職員に支給

勤務した時間に対し、1時間当
たりの給与額に25/100を乗じた
額

同じ 千円
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 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（4年度支給割合） （4年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　　　　　　役職加算　5%～20% 　　　　　　　　役職加算　5%～20%

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（令和5年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2％～20％) (2％～20％)

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当
（令和5年4月1日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円廃棄物等処理手当
し尿及び下水道の処理施設において槽の底部
の清掃に従事した職員

廃棄物処理 ２３０円／月

突発事故対応待機手当 事故対応のため夜間等に自宅待機する職員 突発事故対応自宅待機 584 平日1,700円／日、休日2,500円／日

災害対応待機手当 災害対応のため自宅待機する職員 災害対応自宅待機 平日1,700円／日、休日2,500円／日

滞納整理従事手当 滞納整理に従事する職員 滞納整理 ２，０００円／月

停水処分執行手当 給水停止作業に従事する職員 給水停止処分 ２５０円／件

高圧電気取扱手当 電気設備保全に携わる職員（上記除く） 電気設備保全業務 107 １，５００円／月

流木除去手当 流木除去に携わる職員 取水口の流木除去 ２００円／日

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（4年度決算）
左記職員に対する支給単価

電気主任技術者手当 電気主任技術者 電気設備保全業務 44 ４，０００円／月

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算） 26,250

職員全体に占める手当支給職員の割合（4年度） 53.85

手当の種類（手当数）

甲府市 6 52

支給実績（4年度決算） 735

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算） 232,346

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

654 24,295 2,379 18,487

支給実績（4年度決算） 12,082

39.7575 47.7090 39.7575 47.709

47.7090 47.7090 47.709 47.709

19.6695 24.5869 19.6695 24.5869

28.0395 33.2708 28.0395 33.2708

1.35 0.95 1.35 0.95

甲　　府　　市　　上　　下　　水　　道　　局 甲府市　（一般行政職）

１人当たり平均支給額（4年度） １人当たり平均支給額（4年度）

1,495 1,421

2.40 2.00 2.40 2.00

甲　　府　　市　　上　　下　　水　　道　　局 甲府市　（一般行政職）
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（令和5年4月1日現在）  

円

円

円

円

円

円宿日直手当
宿日直を命ぜられた職員に支
給　　4,600円/回

異なる
一般行政職は
4,200円/回

千円

管理職員特別勤務手当

管理職員が臨時又は緊急の必
要等により週休日等に勤務した
場合に支給

役職に応じ6,000円から11,000
円/回

同じ 千円

61,717

管理職手当

管理又は監督の地位にある職
員のうち、その職務の特殊性に
基づき定められた職にある者に
支給

役職に応じ50,500円から
103,700円/月

同じ 4,890 千円 978,000

通勤手当

通勤距離が片道2km以上の職
員に支給

①　交通機関利用者　6ヶ月定
期券等の額を一括支給（ただ
し、月額換算55,000円を限度）

②　交通用具使用者
・四輪車使用者
通勤距離2㎞～20㎞のとき　距
離に応じて3,000円～11,800円
を支給
20㎞を超えるときは1kmにつき
580円を加算
・二輪車等使用者
　通勤距離に応じて2,000円～
24,500円を支給

③　①及び②の併用者
　①及び②によりそれぞれ算出
した額の合計額

同じ 2,839 千円

247,600

住居手当

借家等に居住する職員に支給

借家・借間居住職員
　家賃の額に応じて最高28,000
円/月まで

同じ 3,182 千円 265,167

（4年度決算）

扶養手当

扶養親族として配偶者、子等を
有する職員に支給

①配偶者　　　　　　 6,500円/月
①子   　　　　　　　 10,000円/月
②父母等　  　　　　 6,500円/月

※企業職給料表の適用を受け
る職員でその職務の級が８級
（部長）であるものの配偶者、父
母等に係る手当　6,500円⇒
3,500円

満16歳年度初めから満22歳年
度末までの間にある子1人につ
き5,000円加算

同じ 4,952 千円

一般行政職の
制度との異同

一般行政職の
制度と異なる
内容

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （4年度決算） 平均支給年額

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 4 年 度 決 算 ） 312

支 給 実 績 （ 3 年 度 決 算 ） 14,595

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 3 年 度 決 算 ） 348

支 給 実 績 （ 4 年 度 決 算 ） 16,205
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円夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務した職員に支給

勤務した時間に対し、1時間当
たりの給与額に25/100を乗じた
額

同じ 千円
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